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19世紀中葉期イギリスのファーニスに

おける地主掌握下の鉄道建設

一 大土地所有貴族と鉄道業(2)

(579) 73 

阿知 羅 隆 雄

は じ め に

イギリス産業革命の進展は，地下鉱物資源，わ吋ても鉄と石炭に対する新し

い関心を生みだした。ヲンカシアの最北端に{す置し，後進的で孤烹的な地域で

あるファーニス地方のほぼ中央部には，きわめて高品位の鉄鉱石が豊富に埋蔵

され，この地域に木炭製鉄業が導入された18世紀初頭以来，それとともに，鉄

鉱石の採掘は，漸次その鉱山業としての姿態を整えつつあった。しかし，われ

われが鉄道建設以前に見い出す鉄鉱山業の姿は，なおも原始的で小規模なもの

であり，およそ次のような構造を呈していた。

採掘は，周辺農村に住む小土地保有良および小屋住農を中心とする鉱夫群の，

道具と家畜とに依拠する集団稼行によっておこなわれ，この集団稼行の上に，

「鉄鉱石商人」と呼ばれる借地鉱山業者が，君臨し，鉱夫への問屋市l的な支配

を実現していた。ところが，この「鉄鉱右商人j の鉱山業支配は， I品、 Land-

lord-tenant関係の痕跡を残す土地寡頭制の支配を前提にしてはじめ1成立し

ていた。というのは，それが， ι白土地寡頭制の頂点に位置する大土地所有貴

族による鉄鉱石資源の独占的所有を前提にしなければならなかっただけでなく，

鉱大支配〈鉱夫の確保および剰余労働の強制〉においては，旧い諸関係が纏い

付いた Landlord-tenant 関係(=鉱夫としての農民の領主への従属〕によっ

て補完され，また，域内鉄鉱有運搬においては，高i業主して常まれる農民の荷

馬車運航に対する土地所有支配を前提にしなければならなかったからである130
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このように，鉄道建設以前のファーニス鉱山業に見られる利害の構造は，旧土

地所有が，資本の発展とと占に，かつては自らが掌握していた富の源泉(ニ土

地白然と人間自然〕を資木に譲り渡し，所有対象としての土地の独占に白らを

限定していく過程，すなわち，上地所有による富の源泉の掌握から資本による

それへの移行わのいわば過渡的状況にあった。

ところで，この地域の鉱石は，木炭製鉄業の衰退 イギリスにおいて最も

遅〈まで命脈を保ち続けたのであるが 以降，域内ではほ正んど製銃きれる

ことはなく， もっぱら，スタファドシア，サウ λ ・ウェーノレズ， ヨ-!7シアの

ウエスト・ライディングなどの製鉄業地域に移出されていた。鉱山から半島の

ここかしこに分散する積出埠頭までの搬出は，原始的な農民の荷馬車 farmers'

carts (丸太車輸の二輪馬車 clog-wheeled cart) に依存していた。それは，輸

送の小規模性もさることながら，冬季の路商凍結や農業生産の繁関周期によっ

て著し〈制約され，輸送期間はもっぱら夏季に限られていた汽それが主たる

原因となって，鉱石の採掘は冬季には全く中断を余儀なくされていた。もl.-，

新たに鉄鉱石資源を開発しようとすれば，この原始的な馬匹牽引輸送が，鉄鉱

石生産の随路としてあらわれ，それは変革されねばならなかったのである。

イギリス産業革命の進展は，大土地所有貴族と「鉄鉱石商人」のいずれの利

害にとっても，その変草を焦届の課題としつつあった。

I 域内鉄鉱石輸送手段としてのファー=ス鉄道の建設

ファーニス地方において鉄道が建設されるのは，第二次鉄道マニア期であっ

1) これくついては，拙稿， 19世紀前半期イギリスのファーニスにおける土地寡頭制と鉄鉱山業
一一大土地所有責肢と鉄道業(1トー「経済論叢」第136巻第Z号1985年@

2) これは，マルクス本間泊蓄積論の槙心的視点の一つであるが， この整理はj 尾崎芳治「蛍働と
士地所有の歴史理論J (同民主宰円『経請史研究会JI1983年10月23日報告〉による。

3) 農民の荷馬車運搬およびこり時期の交易条件については， Francis Leach， Barrow-in-F，問問".

Its Rise and Pro{i;rcs$: with b円 efsketch 01 its leading問 dustries.1872， pp.15-16， Jou:ph 
Fisher， Popular History of Barrow-in-Furness， 1891，阿部 38，AIfred Fell， The Early 
J"仰 1Industry of Furness and District， 1st ed. 1908， Rep. 1968， pp. 301-303， J. 0 恥，，，
shall， Furn.ess and the lndust円。lRevolution， 1958， pp. 82-96 
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た。この鉄道が誰によって，何のために建設されたのか。その考察に先だって

それに必要な|坂りでこの鉄道の基未的な特徴を明らかにしておこうへ

すでに， 1830年代の第一次鉄道マニア期に，ファーニス二カンパーラ γ ド海

岸(北西海岸〉沿いのλ コットランドへの一貫鉄道 “Grand Caledonian 

J unction Rai1 way " を建設する計画が構想されていた;)。この計画は，北

西海岸地方の各地域で熱烈な支持を得て実現されるかに思われたもののへ全

国的な鉄道熱の衰退とともに放棄され，以後再び同じような計画として構想さ

れることはなかった。その後，この地方の鉄道は，それぞれの地域で，全国的

な幹線鉄道網との連絡を殴昧にしたまま，域内輸送手段の変革を企図して建設

され，それらが，徐々に連結されてようやく北西海岸一貫ノレートを形成すると

いう経路を辿ったのであるヘ

ファーニスにおける鉄道建設も， そのような地方的事業の一つであった。

1841年に，著名な建築技師ジェイムズ・ウォーカー JamesWalker8)が調査を

4) ファーニス鉄道の発生史については. J. Melville & J. L. Hobbs， Early Railway History 
in Furηess， Cumberland & W.田町orlandAntiquarian & Archaeological Society， Tract 

Series. No. XIII， 1951が詳しw、。それは!フプーヱス鉄道会社の技師 W.B. Kendalが保存し
ていた取締伎会報告書j 時刻表!鉄道敷設計商書，その他の手吾ぎの記録に基づいて，かなり詳
細な史実を伝えている。 その他には， J口 Maτ'shall，op. cit.をはじめ， Francis Leach. op. 

cit.， Joseph Fisher， op. ciι， S. Pol1arcl and J. D. Marshall， The Furness Railway and the 
Growth of Barrow， .l()urnal of Transρort History， vol. 1， No. 2， 1953， S. Pollard Barrow 
in-Furness and the Seventh Ouke of Devonshire， Economic History Review， vol. II， No.2， 
1955などがある。

め この計画は， 1836年に発起され， その翌年に認可された Maryport& Carlisle鉄道の拡張計
画の っとして構想されたもの Cゐるが，実際には，この海岸ル lは放棄され，スコットラン

ドへの一貫鉄道と Lては， 内陸ル トが選択された。 Maryport& Carlisle鉄道については，
Ernest F. Carter， An Historical Geograhy of the Railways of the British Isle山 1959，p. 75， 

また GrandCaledonian Junction Railway計画については， J. MelvI11e & J. L. Hobbs， op 
cit.， pp. 1-12を参照。

の Grand Caledonian計画の一環節をなす Whitehaven，Workinghton & Maryport鉄道委員
会の依頼を畳けて， 1837年に，あの GeorgeStephensonがjζの計画のための調査を実施し，

海岸ルー?を推薦Lた。このとき，北西海岸地方一帯は鉄道男狂r席巻きわた eC、われる。出時
のファーニス地方の熱狂ぶりについては， J. Fisher， op. cit.， pp. 72-3 

7) J. Melvill~ & J. L. Hobbs， op. cit.， pp.5-12， J. D. Marshall， op. ci九 pp.172-3， S. Pollard， 
North.West Coast Railway Politics in the Eighteen-Sixties， Tr即日ctions01 the Cumber-

land & Westmorland Antiquari町 l-& Ard田 ologicalSociety， vol. LII (N. 5.)， 1953， p. 160 

8) J. Walkerは， リヴァフ ル&マンチェスタ 鉄道の形成に重要な役割を演じた高名な鉄ノ
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開始し， 都合三回の調査を経て， 1843年 6月に「ファーニス鉄道に関する報

告」を提出した。そこでは，第ーに，ファ一二九半島の南端に位置する，ほと

んど未開発な港であるパロウ Barrow とピーノレ Pielは， ζ の地方最大の港町

であるウノレヴァ一月ト γUlverstol1よりも積出港としてはるかに優れた便宜

を備えている ζ と，したが 7 て，第二に，鉄道を建設するとすれば，メロウと

ピールり二地点とドーノレト γ周辺の採鉱地域およびカーグピィ Kirlゐyのスレ

ート採石場とを結ぶルートが選ばれるべきとと，第二主に，建設費用は， 100，000 

ポY ドとなること，などが明らかにされた目。

この報告をほぼ全面的に踏襲して，ベγジャミ Y ・カリィ BenjaminCurrey 

なる人物が， 44年 1月に， Iファーニエベ鉄道会社設立趣意書」“ FurnessRail. 

way Prospectus"を編集し，公表Lた10)。同年5月には，議会の承認を得て，

資本金1日0，000ポンド(内訳，株式75，000ポンド，借入25，000ポγ ド〕で，ファ

ーニ兄鉄道会社が設立され，約 1年半の建設期間を経て11)， 46年 6月 3日に，

第 1図で示されるように13-.'イノレそこそこのオリジナノレ・ラインの操業を開始

した印。

第 l表は， I趣意書」で与えられた輸送量と収入の見通しを表したものであ

る。輸送量においてはその大半を貨物が占め，したがって収入構成においても

貨物収入が総収入の実に84%を占める。なかでも，鉄鉱ゐ輸送収入が貨物収入

0::>71%，総収入の60%を占め，きわめて高い比重を占めτいる ιとは注目され

、道技師であり， 1834-45年仁は， The Institote of Civil Engineersの会長も勤めた人物である。
かれ<J)L&M鉄道とのカ晴、わりについては， Robert E. Carlson， The Li問 rpool& M日uhester

R白血町 Project1825-:11. 1969， pp. 209-214を参照。
9) J. Melville & J. L. Hobbs， op. o"t.， pp. 16-18 同書壮， ウォーカーの3つの調査報告書の

内容や詳L<伝えでいる。
10) i趣意書」は，建設目的!路線，収入見通L，株式応募の訴えとその事務取扱者氏名などが記

されている。その全文は ibid.，pp. 18-21に収録されている。
11) 1845年2月12日に， Me四 rs.John & William Tred.wellとの聞で工事請負契約が結ぼれ，そ

の入札価格は， 47，788ポンドであった。また，オリジソル ヲイ γの議会手続費用は， 7，247;1、シ
ドであった Cibid.，pp. 23-24， 28， J. D. Marshall， op. ciι. pp. 178.)。

12) 単組での開通であったが!提提幅は複線化を可能にする14フィートであった。 J.Melville & 
J. L. Hobbs，噌 cit.，p. 24 
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第 1妻 ファーニス鉄道の輸送量と収入構成

品目

貨物

鉄鉱石

スレート

一般貨物

旅 客

140，000 t 下 100，000 

15，口00

25，口00

20，000人

収入構成

10，500ボ γド (84%) 

7，500 ( 60 ) 

1，125 (9  ) 

1，875 ( 15 ) 

2，000 ( 16 ) 

12，50 0α口o) 
f出典] ‘Furness Railway Prospectus' quoted in ]. Melvi1le & 

1. L.-Hobbs， op. cit.， p. 20 

第2衰創業当時の機関車および車両数

種類下扇風間 I 1醐| 計

f ;E t貨 :1 ö~1 3~1 二 lJ
スレート用貨車

客 車

C出典] 丘 Pollard& J. D. Marshall， op. cit.. p. 109 

10 

7 

るべきである'"。この「趣意書」では，蒸気機関車の導入は明記されておらず，

当初は馬車鉄道計画であったが，創業時にはそれが導入された凶。第2表は，

創業当時の機関車および車両数を示したものであるが，さきの収入見通しに相

応Lし鉄鉱石用貨車の比重が高くなっている。 ζれらは，この鉄道が鉄鉱石

輸送を主目的として建設されたという乙とをよく伝えているといえよう。

このように，ファーニス鉄道は，域内鉄鉱石輸送手段の変革を企図して，建

設された地方的・短陸離鉄道であった。これが，まずわれわれがつかまなけれ

ばならないこの鉄道の基本的特徴である。

13) 操業開始後半年聞の収入の内臥は，貨物収入4，63Sポンド，旅客収入467ポンドであった (ibid.，
p. 26.)。

14) S. Pollard and J. D. MarshalJ， op. cit.， p. 111 
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II 株主・取締役会の構成 地主的性格その 1

とすれば，ファーヱ λ鉄道は，鉄鉱山業E構成するとの階層によって建設さ

れ，支配されていたのであろうか。これを，鉄道建設の推進力となった人物，

株主の構成，次いで取締役会の構成を検討しながら確定しよう O

「趣意書」の編集者である。 B カリィは， 発起人を組識することにおいて

も，主fて，資金調達においても目覚しい役割やはたし町最初の株主総会で初代

取締役会会長に選出された，5)。言うまでもなくかれが鉄道建設の推進者であっ

丈こ'"。

かれは，貴族院の事務官であり，富裕なジェントノレマ γ でもあったが，ここ

で注目されるべきは，かれがキャベンディシュ家の事務弁護土 family's solic~ 

ltorであり，差配人 agent であったということである。同時代の地方史家

]oseph Fisher によれば IB カリィはファーニ λ 鉄道の詳細に精通してい

ただけでなく，パーリントン伯とパックノレ 公の二人の貴族から全幅の信頼を

えて，鉄道計画実現の全権を委ねられていたJm と伝えられる。そうだとすれ

ば，鉄道建設の推進力は，あの土地寡頭制の頂点に位置し，鉄鉱石資源を独占

的に所有する二人の貴族の利害を代表する人物であったといえよう。

では，株主はどのような人々によって構成されていたのであろうか。認可株

式資本総額75，000ポ y ドに対する応募契約は， ロンド γとファ ニスのそれぞ

れで， 44牛 3月26日の鉄道法案提出の前後 2回おこなわれた問。第 3表はその

応募契約の状況をあらわしたものである。

ノミヅグノレ一公，ノミーリ γ トγ伯， B カリィの上位三名の出資額は， それぞ

15) J. D. Marshall， op. cit.， pp. 178. J. Melville & J. L. Hobbs， op. cit.， pp. 24，35 最初の
株主総会は， 45年z月26日に， ロンドンのB.Curreyの弁護士事務所で聞かれ Secretaτy

(1845-50)として，かれの息子IDArther Curreyが選出された。
l6) Joseph Fisher， op. cit.， p. 74， Francis Leach. op. cit.. p. 20， J. Melville & J. L. Hobbs， 

ot. cit.， p. 35， S. Pollard and J. D恥1arshalI， op. cit.， p. 112. S. Pollard， 8arrow-in-FurnC55， 
op. cit.， p. 214， J. D. Marshall，噌叫， p. 177 

17) Joseph Fisher， op. cit.， p. 74 

18) J. Me¥ville & J. L. Hobbs， op. cit.， pp. 21-23 
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第3衰株式応募者名簿

応 募者名 住 所 l室事 i霊ニ義| 百十

ボ νド ポッド オぞゾ}

Duke of Bucc1euch Lonclon 15，000 15，000 

Earl of Burlington London 15，000 15，000 

Benjamin Currey London 15，000 15，000 

Wm. Pott London 3，000 2，000 5，000 

Rob巴tWheall己yLumley London 3，000 1，000 4，000 

John Iltid Nicholl London 1，000 1，000 2，000 

Henry HoyJe Oddie London 1，500 1，500 

Charl巳sRivers Freeling London 1，000 1，000 

Frederick Jhon Howard London 1，0日日 1，000 

Jhon Haworth London 1，000 1，000 

小計 56，500 4，000 60，500 

J ames Walker London 5，000 5，000 

Marchioness of Ailesbury London 3，500 3，500 

Lord Brooke Wawick Castle 1，100 1，100 

John Robinson McClean London 1，050 1，050 

Wi日開m Jennings Dorsetshire 1，000 1'000 

Joseph Parton Derbyshire 1，000 1，000 

Harison， Ainslie & Roper Lancashir巴 1，000 1，000 

Joseph Hallam Lond口n 50日 500 

John Cranke Lancashir巴 250 250 

Edard Coward Lancashire 1日。 100 

小計 14，500 

総計 56，500 I 18，500 75，000 

[出典] J. Meville & J. L. Hobbs. op. cit.， pp. 21-23より作成。

れ最高額の15，000ポンドであり， その合計額は応募総額の60%を占めている。

これら上位三名を含めて第一次応募契約者は，すべて発起人であったが，かれ

らは，二人の貴族をとりま〈法律上あるいは事業上の利害関係者でロンドン在

住者であった問。その出資総額は，第二次応募額を含め， 60，500ポγ ドに達し，

19) S. Pollard and J. D. Marshall， op. cit.， p. 112， J. D. Marshall.噌.cit.， pp. 177-8. 25，000 
ポンドの借入金のうち4，000ポンドはパーリントン伯九~OOポンドは Currey 家によるものむあ

ったo (S. Pollard， Barrow-in-Furness， op. cit.， p. 214.) 
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総額の実に80%を占めている。

B カリィは， 資金調達において三人の貴族の地位と権威を大いに活用した

と言われる問。これが反映して， ロンドン在住の株主の出資額は 70，550ポンド

となり，総額の94.7%に達している。これとは対照的に，鉄道が建設される現

地であるファーニλ住所心応募額は僅か 1，350ポンドにすぎない。 もし鉄鉱石

商人の応募があればファー ιλ在住としてあらわれる。この乙とを考慮すれば，

こ白事実は重要である。

そこで，ファーニスの三件の応募契約者の内訳を調べてみよう。エ Crank

は，ファ ニスにおける株式募集事務一切を担当したウノレヴアースト γの事務

弁護士であり2l)> E. Cowardは，キャベンディシュ家のカークピィ・スレート

採石場を管理する土地差配人 landagentである22)。かれらの応募額はそれぞ

れ250ポソド， 100ポンドと少ないが，その応募は雇主への忠誠の証を示すもの

であったといえよう。残りは. B. Harrison， M. Ainslie， R. Roper の三名連

記の1，000ポγ ドの応募である。かれらは当時北西イングランド最大の鉄鉱石

商人であった Harison，Ainslie & Co のパートナーたちである叩。鉄鉱石商

人の応募は，これですべてであった。かれらの応募額ふ鉄鉱石輸送を主目的

とするこの鉄道の基本的特徴を考えれば，決して多いとはいえないだろう。そ

のこともさることながら，他の鉄鉱石商人が，全く応募しなかったことは興味

深いことである。これについては後で触れよう。

ともあれ，ファーニλ 鉄道は鉄鉱石商人の資金ではなく，鉱山所有者とかれ

らのョネクションからの資企によって建設されたことは明らかであるo

最後に取締役会の構成にっし、て検討Lょう。設立当初の取締役会は，会長の

B.カリィをはじめ， ]. I. Nicholl， H. H. Oddic， R. W. Lumley， F. D. How-

ardなどすべて第一次応募リストに名をつらねた人物から構成されていた。そ

20) J. D. Marshall. op. ci九 18E

21) J. Melville & J. L. Hob bs， op. cit.. p. 21 
22) J. D. MarshaU， op. cit.， 177 
23) ibid.， p. 178， Joseph Fisher， ot. cit.， p. 70 
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れは二人の貴族の利害を反映しうる構成であったといえるが，このときには三
白

人の貴族自身は取締役に選出されてはおらず， それぞれその差配人である B.

カリィと J.1. Nicholl を通じて鉄道経営に自らの利害を実現していた刷。と

ころが， 1848年に B カリィが貴族院で殉職したため，そ白直後の株主総会で

はパーリント Y伯が取締役に選出され， 会長に就任しているむ〉。 また， これ

よりかなり遅れてではあるが，パックノレ一公も 1866年に取締役に選出されてい

る叩。このように，取締役会の構成は，操業当初から二人の貴族の利害を反映

する構成であコたが，後にかれらも直接鉄道経営に関与し，その性格をいっそ

う強めたのである27)0 

ファーニス鉄道は，この地域の鉄鉱石資源を独占的に所有するこ人の貴族に

よって建設され，支配されていたのである。かくして，ファーニス鉄道は二人

の貴族の「創造物 creat10nJ加であり， r付属物 appanageJ29)であり，かれ

らのいわば「私有財産鉄道 proprietary rail way J耐ともいうべきものであっ

たとL、えよう。

しかし，このことだけから，やにわに，この鉄道の地主的性格を見てとるこ

24) S. Poll.ard， Town Planning in the Nineteenth Century: the Beginnings of Modern Barrow、
in-FurneEis， Transactions 01 the L四 cashire叩 dCheshire Antiq叩円'anSOl凶 y，vol LXIII， 
No. 1， 19:J2， p. 89， Note 5 

25) J. Melville & J. L. Hobbs， op. cit.， p. 35， J. D. MarshaU， op. cit.， p. 190 
26) かれは，取締役となったのちも，取締役会にはほとんど出席する ζ とはなしかかη利害は，

もっぱらかれの差配人である J.1. Nichollによって代表されていた。会社設立における桂割や
その慢の会社経営へのかかわりの点で， かれとその利害集団は， キャベンディシュ軍に比して
「受動的な柴田」であったとされる (ibid.，pp. 1市， 18品目的。

27) 1923年にファーエス鉄道会社としての生涯を閉じるまで，取締役会の構成は，一貫して，二人
の貴族の利害を反映するものであっ犬ユとれについては.1. D. Marshall， ot目 cit.，pp. 178， 226， 
278， 408， S. Pollard， Barrowサn-Furness，op. cit.， pp. 213-5， S. Pollard and J. D. Marshal1. 
op. cit.， p. 125を参照。

28) S. Pollard， Barrow-in-Furness， p. 214. 
29) J. SimmoIls， The Railway叫 Englandand Wales， 1830-1913， yol. 1， 1978， p. 247-8. J. 

Simmo田の表現をより正確に伝えれば， ファーニス鉄道は「デーヴンシア公D従属物であり，
ややそれよりも程度は劣るがパックルー公の従属物であったJCibid.， pp. 247-8.)としている。
これは，恐らし会社設立およひFその佐町会社j経営における両者自在割の遣いが考慮されたので
あろう。

30) ibld.， p. 247 
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とはできない。というのは，その建設が，土地所有独自の利害，すなわち所領

経営 estatemanagement にどのように位置づけられていたのか， ζれがまだ

明らかにされていないからである。

【補遺1] ハーリントン伯 (58年に the7th Duke .of Devonshire となる〉

は，かれの息子， Hartington侯爵(1892年に父の死亡により公爵位を継承〉に

会長の席を譲り渡す1887年まで一貫してその地位にあったが，かれは，会長就

任後まもなく簿記を学び，会払経理についてもよく精通し，生涯を通じてかれ

の会社業務に対する態肢は，所領経蛍に対する lよく事情に通じ，観察力の鋭

い『改良』地主のそれ」刊 Eあった，といわれる。

会社経営全般にかかわる采配は，いわゆる「専門的管理者」である J. ラム

ユデ γJames Ram，den (1823-1896) なる人物によって担われていた。かれ

は 1846年に Locomotive Superintendent として入社し 50年に General

Manager & Ser.retary となり，さらに. 1866年には ManagingDirector に

任じられている問。 J ラムスデンが会社経営全般にかかわる采配を揮ってい

たとすれば， 取締役会会長としてのデーヴンシア公の主たる仕事は.J.ラム

ユデyの報告を受けて， それに 2， 3の指示を与え，会社事業に必要な資金を

捻出することであった。 ここにみられる会長のデーグ:/V7公 と Managing

31) 1. D. Marshall， op. cit.， p. 270. Wiliam Cavendish (1808-91)は， the 4th Duke of Devon 

shireの息子。か礼は， lR29年に Tritnity College， Cambrige においてSmith'sPrizemanと

なり， また， Sennior Wrangler (数字学位試験第一組優等者中首席〉ともなっている()1834年
に，復活されたペーリントン伯時の爵位を得ているが，このときすでに貴族院議員での勺た。 58

年には， か札。従兄弟である the6th Duke of Devonshireの死去により， そり爵位を継承。
ζ のIi-lJに.26歳の若さとロンドン大学総長となり，旭にも OwensCollege学長やピクトリア大

学総長も歴任してし唱。このようなかれの経置が有力な根拠のーっとなったと思われるが，後世
の史家は，かれの改良地主としての態度を次のように評している。すなわち「ショートホーン種

牛の飼育者としてのかれの成功の根底には安肌灼営為があったJ(D. Spring， English Landowners 
and Ninete印 th-CenturyIndustrialism， in J. T. Ward & R. G. Wils阻 (ed.)，Land and IndustTY， 

1971. p. 47.)ああいは「かわは，農業および工業へ町科学の応用を充分に自覚し，改良地主と
して， 自らの知識と影響力を行龍することにいささかも臨時することはなかったJ(). D. Ma，. 
shall，ゅ.cit.. p. 225.)と。 WilliamCavcndishの伝記については，かれの息子。伝記告である
Nenry Leach， The Duke 01 Devonshire， 1904， pp. 22-40が比較的詳しい。

32) J. Melvi1le & J. L. Hobbs，叩 cIl.， passim. S. Pollard， Town Planning， p. 90 
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DirectorのJ.ラムスデヘとの関係は，後述の所領管理機構における土地所有

者と差配人との関係に擬せられたものであったように恩われる Q

ところで，キャベンディ Y ュ家所領は，イングランドおよびアイノレラ Y ドに

わたって散在し，農場，鉱山，工場，観光所領，城郭などを含む「脊異で印象

的でもある集塊J33}をなしていたといわれるが， ζれらの所領の日常的な管理

は，在油土地差配人 residentland agentに委ねられていた34)0 rデープンシ

ア公は!それぞれの地域で 1年のうち何日間かを過ごし，特別列車を仕立て使

用人 householdsta百とともにある地域から他の地域へ移動し，訪れた先ては

入念に資産の管理を指揮したJ~:;) といわれる。

デーヴ:/S/ア公にとっては，最も重要な資産の一つであったとはいえ，恐ら

く，ファーユλ鉄道も，他の資産と同様に，数ある資産の一つにすぎなかった

のであろラ。とすれば，会社経営に見られるかれと Jラムスデ γ 巨の関係に，

所領経営における土地所有者と土地差配人との関係正同質のものがみられたと

Lても，なんら怪しむにたりないだろう。また， 1867年には， Jラムスデ γは

初代パロウ市長に選ばれているが， ζの年の取締役会では， I教区会議で，鉄

道会社にかかわる諸問題についての決議への投票は，かれの裁量に任す」叩こ

とが決定された。これは，唯ひとりの「在地取締役目白dentdirectorJ37lとし

てのかれに，パロウ地域に対する鉄道会社によるいわゆる「温情」支配“ pa-

ternalist ，. control の全権が委ねられたものであったと理解されるが"にこれ

も，土地所有者の地域支配の全権が在地土地差配人に委ねられていたことに擬

せられたものであったといえないだろうか制。

33) D. Spring， The English Landed Estate in the Age of Coal and Iron: 1830-1880， Journal 
01 Economic History. vol. II， 1951， p. 11 

34) J. D. Marshall. ot. cit.， PP. 278-80. f刊えばI Holker (ランカシア〉の Drewry，Buxton (ダ
ピシア〉白 Wilmot.Eastbourne (サセクッス〉の Simponなどである。

35) D. Spring， The English Landed Estate， p. 12. 

36)， 37)， 3B) S. Pollard and J. D目 Marshall.ot. at.， p. 121 
39) 抵道史家 JackSjrnmonsは， 経営アマチュアリズムがまだー艦的であった19世紀イギリス経

営史にあって，ファーニス鉄道会社が，第二次世界大戦後に普及する近代的な経営手法の試みで
ある ManagingDirector制をいちはやく揖用した鉄道会社として注目されるとしているくdo，ノ
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III 所領経営と鉄道建設 地中的件格その 2

「土地資産から生じる利益のほかに，土地所有者が見逃すことのできない大

切なことがある。かれは，普通の資産の所有者とは本質的には異なる。かれは，

土地を所有するだけではなく， その土地の住民をも所有している」刷。 Lたが

ってある領地の所有者は，住民に対して政府そのものよりも無限に大きな

支配力を持行ているJ41)。

これは， 19世紀初頭に書かれた所領経蛍の「指南書J叫ともいうべき， W. 

マーシャノレ WilliamMarshallの『イ γグランドの土地資産について」第三部

「土地資産の管理 themanagernent of landed estateJ の冒頭であって，所

領経営の大前提となる土地資産の特殊性と，それを踏まえた所領経営の最も基

本的あり方が述べられた部分である。それは，富およびその源泉(=土地自然

と人間自然〉のかつての掌握者である封建領主の所領経営について言及してい

るかのようにもうけとれるが，しかし，書かれた時期から，それがイギリス革

命後の所領経営について述べていることは明らかである。

それが一見封建領主の所領経営をイメージさせるのは， i領主的土地所有が

『破壊されずに身を全うして~， ブルジョ 7的発展に適応しつつ『近代的土地

所有」へと転身」仙したという，イギリ λ における近代的土地所有の形成過程

の特殊性と深〈関連していると思われる。したがって， ζの文言を十全に理解

するためには，近代的土地所有の形成，すなわち，旧土地所有が，資本の発展

とと 4に，かつては自らが掌握していた宮の源泉を資本に譲り渡し，自らを所

有対象としての土地の独占に限定してい〈過程における所領経営の変遷とその

¥ot. ci乱 p.247.)が cれは，恐らくファ ニス鉄道会社の経営機構が所領経営のそれに擬せら
れていたという事情に深〈かかわっていたと考えら札る。

41岨叫uゆ叫0的')，41) Wi山II山l日"削m M.町四"由h，叫ll，0伽nthe Landed P:丹r噌e俳"りyof Enη包暗glんα帥n叫 1目80削4，p. 334 

42) この性格づけは，米)lljl中一，イギリス近代所領経営の理念ー )11島武宣，松田智雄編「国民経済
の詰類型J，1968年.188-9頁によるものてある。 ζζ で，米川氏は，第三部を「土地資産の管理
諸原則Jprinciples of estate managementとして紹介しているがj それは誤bであろう。蛇足
ながら，;ftのために。

43) 尾崎芳治，イギリス革命の土地闘争，堀江英一編「イギリス革命の研究J.1968年， 293買。
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理念の変容に関する詳しい検討を必要とすることは賞言するまでもない古~44)， 

その余裕のないここでは，さしあたり次のことだけを確認しておこう。

ここで言われている所領経営の基本とは，土地所有者が，土地資産と同時に

その住民をも管理の対象としつつ，く二の両者に対する土地所有者としての支配

を実現それを通じて 「 土 地 か ら の 収 益J (~地代〕の極大イじをはかるとい

うことである。 また， W.マ ジ守ノレは，土地改良における所領経営の意義に

触れて I正し〈管理されなければ， 土地を改良することも軽率なと 2こであ

るJ45) としている。これは，土地を改良する場合も，ぞれが，所領経営，つま

り土地所有者としての土地および住民に対する支配の観点から位置付けられな

ければ， I軽率なことである」と主張しているものと理解されよう。

では，このような所領経営の理念を踏まえながら，ファーニ兄鉄道がノミーリ

γ トン伯やパックノレー公の所領経営にとってどのような意義をもつものとして

位置づけられ，建設されたのか，これを検討してみよう。それには， r会社設

立趣意書」がいくばくかの手掛りを提供するものとして役立つ。というのは，

「趣意書」が， ].ウォーカーの調査報告書を基礎に B カリィによって作成さ

れたものであることはすでに述べたが B.カリィは， バ一日ントン伯・キャ

ベンディシュ家の全所領に通暁し，その全般的な監督機能を担う総差配人U地

位にあったと思われる人物であり，そのかれが，キャベンディンュ家の所領経

蛍にとっ亡の鉄道建設の忘義を十分理解したうえで，それを編集したといわれ

るからである判、

「現在，この地域で使われている輸送手段がとうに時代おくれとなっている

ことは明白であるo そのために生じた輸送の遅れとかさむ輸送費用のために，

44) 詳しい検討はE岬高に譲らざるをえないが，ただζこで指摘しておかな甘ればならないのはl こ
の一見封建領主のそれをイメ ジさせる所閣経営の現念は，イギ"ス市命にお円る土地変革の横
心ともかかわり. r私有権としての領主権J(向上， 292頁〕ともいうべきイギリス大土地所有の
性格を反映したものであるとし、うことである。

45) William Marshall， op. cit.， p. 334 
46) Joseph Fisher， op. cit.. p. 24， S. Pollard. Barrow-in-Furne四 ，op. Cit.， pp. 214， J. 0 

MarshalI. Op. cit.， p. 178， D. Spring， English Landowners， p. 48. 
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この地域の取引ははなはだ;~ <滞り，高品位を誇る鉱物生産物一一一鉄鉱石やス

レートについて，その優秀さはいまさら言うまでもないが は，久しく市場

から排除されてきた。この深刻な事態こそが，この地域0)富に深い利害関係を

もっバッグノレ一公およびバーリントンイ白tとして，容易かつ迅速な輸送機関の確

立を主たる目的とする鉄道の建設計画を好感をもって受けとめさせたのであ

る」灯、

これは，鉄道建設の経緯左目的を述べた「趣意書」の冒頭である。ところで，

「趣意書」が作成されたlR43年といえば，イギリス産業草命がその最終局面を

迎えようと Lていたころである。これを念頭において，この文言を理解すれば，

鉄道建設によって実現されるべき地主の利害とは，産業革命の進展によって著

しく増大した鉄需要に合わせて鉄鉱石資源を開発すること，すなわち新しく生

みだされた経済的諸条件に適合的なものとして自らの土地資産を開発すること

であったといえよう。これが，ここから読みとることのできる所領経営にとっ

ての鉄道建設の意義である。

しかし，それは，盾の半面にしかすぎない。いま少し注意深〈読めば，われ

われは，次のことに気付く。もし，鉄鉱石資源の開発手段として鉄道が建設さ

れるのであれば，それは，鉄鉱石商人の利害とも一致するはずである。ところ

が，この文言では，鉄道建設の経緯がもっぱら「この地域山富に深い利害関係

をもっ」土地貴族の利害だけにかかわって述べられ，あたかも鉄道建設が土地

貴族の私的な事業であるかのように主張されている。さらに，同じ「趣意書」

の株式公募を訴えた個所では Iこの鉄道がこの地域の宮の所有者の手中にあ

るかぎり，発起人は20，0日0ポンド程度まで資金を提供し，そのほかにも鉄道の

完成に援助をおしまないことを約束する」耐ときれ，鉄道を掌握し，支配する

のは， 1この地域の富の所有者」すなわち二人の土地貴族である ζ とがより明

示的に述べbれている。

47) J.恥1elville& J. L. Hobbs. -op. cit.， pp. 18-9 

48) ibid.， p. 21 
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では，鉄道建設は鉄鉱石商人の利害とも一致するにもかかわらず，なぜ「趣

意書」はそのことを明言し走のであろうか。この同にたいする解答が，いま一

つの鉄道建設の意義を示唆する点にわれわれを導くであろう。そ乙で，それに

関連する次のような興味深い鉄道発生史の 闘に目を向けざるをえない。

「趣意書J !J)基礎となった J ウォーカ の調査は，バ リY トγ伯の依頼

一一ーその主たる目的は， ドールト Y 周辺の鉱山所領およびカーグゼィ・スレー

ト採石場の生産物の輸送問題を検討すると 1とであったが一一ーを受けて. 1841年

に開始され，後に，刻害を共有するバ vクノレ一公も加わり，かれらの共同の依

頼によって最終報告が提出される43年まで継続された伺〉。この].ウォーカー

の調査が，この地域に鉄道を導入するために大土地所有貴族によっておこなわ

れた最初の活動であった。

これに対し，鉄鉱石商人は，かなり以前から，鉄道建設の意義を理解し，そ

のために積極的に活動していた。かれらは，すでに1825年に馬車鉄道の導入を

検討し附，また37年に北西海岸一貫鉄道計画実現のための地方委員会が結成さ

れるが，それを主導したのも，かれらであった51hそして，より重要なことで

あるが. Jウォーカーの調査が開始された翌年の1842年には，鉄鉱石商人の要

請を受付て. Job Bintleyなる Kendalの建築技師が，第z図で示されるよう

な. 2つ選択可能なんートでドールトン周辺の採鉱地域と積出港であるバロウ

とを結ぶ馬車鉄道言|画を公にしてし、た日〉

49) ibid.， p. 13-8. 
50) ibid.， p. 1 このとき鉄鉱石商人は， Newcastle周辺で試みられていた鉱山軌道に関心を向け，

John U. Rastrickなる人物によって作成された報告書を樟討している。
51) ibid.. p. 4. J. D. Marshall， op. cit.， p. 171. 18.37年12月20日に， 北西海岸 貫ノレート実現の

ための請願を主持す'"集会が聞かれ，そとで弛方委員舎が結成事れている。そD桂，と町委員会
貴旋は，院議員であるパーリントン伯にそれを支持して議会で活動するように依頼した。これに
対して，かれがど心ように対応したかは不聞であるが，恐らぐなんらの行動もおこさなかョたと
思われる。というのは，かれは， この時点では全く鉄道建設に無関心であったといわれるからで
める。この無関心的態度にコいては，ibid.. p. 174 

52) J. Melville & J. L. Hobbs， op cit.， pp. 15-6. この 2つル トは，節z図が示すように
Furness Abbeyを経由するルート t約 6マイル)と SowerbyWoodを経由するル ト(拘8

マイル)'" 2つであり，それらの建設費用は等Lく32，QOQポンドと見積られた。
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第z図 フ玄ーニスにおける鉄道計画

J.Bintleyの馬車鉄道計画(1842)

J.Walkerのスレート用軌道計面(1842)…..
ファーニス鉄道(1843-45)
J.Walkerの7ァーιス鉄道計圃(1843)ーー同'

-MILES 

， ~Sl u. te qllarries 
3砕い

MOl!E;CAMBK BAY 
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42年に提出された].ウォーカーの第三回調査報告書は，その主要部分をこ

の鉄道計画の吟味にあてて点る。それは，この地域の鉄鉱石資骨、の質の高宮や

畳富さを考慮すれば Iこれまでに鉱山軌道が建設されなかったことは不思議

なぐらレである」叩と述べ，まずその建設の必要性を一般的に強調した後， J 

Bintlcy の馬車鉄道計回は，技術的には問題はなしむしろこの地域の地形な

どの諸条件を勘案すれば合理的でさえあり，しかも，そのいずれのルートが選

択宮れ土号 Fも， Iその影響下にある資産を所有する全ての人々，特にパ vグ

ノレ一公およびノミーリントン伯，借地鉱山業者に大きな利益をもたらすであろ

う」聞としている。また，これに只レ ト採石場があるカ クピィに至る軌道

を連結することも提案されたoo)。このように，この報告書は，鉄鉱石商人の鉄

i道:計画をきわめて好意的に評価L，二人の貴族にその実現に協力することを強

〈勧めるものであった。

しかし， ζれを受けた二人の貴族は， I期待していたよりも意味がなく，耳

を傾円るべき勧告も少ないl6)として，それを拒否L，三度び新たに調査を依

頼した。また，これと同じ頃に，ノミツタノレー公は，鉄鉱石商人H.W. '"ュナ

イダーから鉄道建設のための資金40，000ポy ドの貸付を依頼されるが， これを

拒んでレる叩。その翌年に，第三回調査報告書が提出され，そ乙では，鉄鉱石

商人の鉄道計画に対する評価は 変~， それに代るべき鉄道計画が捉案され

た問。それがファーニス鉄道計画であった。

これらの事実は，大土地所有貴族と鉄鉱石商人のいずれもが，等し〈鉄鉱石

資源開発の手段正して鉄道を建設するこ色の意義を認めながらも，その主導権

53)，54) ibid.， p. 16 

55) J. Melville & ]. L. Hobbs. op. cit.， p. 17. .:れは， Furness Abbeyルートと連結され，
約6マイルの軌道であった。なお建設費用は9，000ポンドであった。

日) The Ms diary of William Cavendish， 19 Dec. 1843， quoted in 1. D. Marshal1， ot. cit.. 
p.175 

57) ibid.吻 pp.173-4 
58) J. Melville & J. L. Hobbs， op. ciι， p.17 その主要な批判点としては，軌道誌が必要以上に道

路と交差し℃いあ ζ と，それが鉱石以外の鉱物土産物の輸送には不適当であるよーと，また建設費
用が高〈つくことなどがあげられた。
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をめぐり両者が対立していたことを示唆しているといえよう。 i趣意書」は，

ζ の向者の対立を背景にして作成されたのである。それゆえ，すてに述べたよ

うに，鉄道を掌握し，支配するのは，鉄鉱石商人ではなく，鉱山所有者である

ことが明言されなければならなかったのである。したがって i趣意書」は，

鉱山所有者による鉄道の掌握を公にしたいわば宣言書でもあったのである。

この上うに，鉄鉱石資源開発の手段正して鉄道者建設する点では.鉄鉱右商

人の利害E主一致するにもかかわらず，大土地所有貴族が，鉄鉱石商人の鉄道

計画を拒否し，それに代るべき自らの鉄道計画を提出 L，鉄道建設の主導権を

執劫に掌握しようとしたという事実の背後にこそ，土地所有独自の利害，した

がって所領経営にとっての鉄道建設のいまひとつの意義を見てとることができ

ょう。すなわち，大土地所有貴族は，鉄道建設によって家産=鉄鉱石資源を開

発するだ円ではなく，その掌握を通じて，開発の主導権および鉄鉱石輸送の独

占権をわがものにし家産の上で営まれる鉄鉱石商人の鉱山経営に対する地主

支配をも強めようとしたことがそれである。しかも，それは，かれらにとって

は，冨l業として営まれる農民の荷馬車輸送に対するかつての地主支配の権益を

継承・拡大することでもあったO 総じて，地主掌握下町鉄道建設は，資本主義

の最新の成呆を自らの所領経営に組み込み，新たな鉄鉱山業支配を実現しつつ，

それによって「ム地からの収益」の極大化を図る方途であったのである問。

59) 鉄道建設などの「生産要素として土地り占める比重の高い産記への19世紀イギリス大土地所
有貴棋による積極的な投資活動に注目して，米川仲一氏は， r歴史的には土地所有者は『国定投
資』の担い手として現実に資本家的機能を果たしたことが忘れられてはならない ・イギリス大
土地所有(~地主〉階級の強靭性は恐らく乙こに つりポイントがあろうJ(同 経営史学の成
立と課題 現代イギリス社会への企業者的アフロ チ白一試図 大塚久雄編「西洋経済史」
1968， ]1"1.冊， 16頁〉と，鋭く指j面している。しかし，それを「土地所有者は『嗣定投資』の担い
手として現実に資本家的勝能を果たLた」とするだけでは，事態の一半を説明するにすぎないで
あろう。ヲ〈なくとも，われわれの眼前にある鉄道建設をめぐる土地貴族と鉄拡石商人の対立を
その土うに理解す';f，t::日では，事実適合的に説明することはできない。ここでは，土地貴族によ
る鉄道建設を，資本と土地所有の作用反作用の視点かb位置づけ，それが，土地所有の独自の
利害，すなわち所由経営の延長蹄上田利害によって先導されたものであるこ 2こを理解することが
肝要である。なお，この対立を，同時代人].Fisherは，調和的に描き， ]. D. Marshallや S
Pol1ardのような後世の史家は，その対立を指摘し亡し、るが，指摘のみにとどまり，その対立。

意味を充分に解明していない。



92 (598) 第四6巻第5.6号

これとはまさに逆の理由から，鉄鉱石商人は，鉱山所有者の鉄道計画である

アァーニλ 鉄道り建設に敵対的かあるいは無関心な態度を公然と示L 株式公

募にも応えなかったのである。かれらには，自らが鉄道建設の主導権を掌還し，

それによって，安価な鉄鉱石輸送を実現すだけではな<，鉄鉱石資源開発の主

導権をも握りつつ，強力な鉱山所有者の支配から自らの鉱山経営を自立させる

ことが重要であったのであろう。

ファーエス鉄道は，このような 2つの相対守する利害が闘争す品中で，一方

の利害，この地域の鉄鉱石資源を独占的に所有する二人の貴族の利害を実現す

る手段として，すなわち，家産を開発するだけではなし鉄鉱右商人に対する

地主支配を強める手段として建設されたのである。それは，地主によって建設

されたという意味だけでなく，所領経営の延長線上の利害によって先導され建

設されたという意味でも，まさに土地所有の「創造物」であり i付属物」で

あったといえよう。

【補遺 2】 W マーシャノレの前掲書では，所領経営は，土地所有者あるいは

その代理人を頂点としてその使用人から構成される独自の管理機構によって遂

行され，その機構は，土地およびその住民に苅する土地所有の支配を実現する

機関，すなわち土地所有田「地域文配旧法廷 Courtof Superintendency J60
) と

して4艶能しな日ればならない， とさ才している。

実際にも，われわれは， 19世紀イギリ λ の大土地所有員族の所領経営にはそ

のような独自な管理機構が存在していたことを確認することができる。それは，

およそ次のようなものとして整理することができょう。複数の土地管理人 bail-

ifsを従えて，資産管理，地代徴収，記帳，借地人の管理をその基本的職務と

する在地土地差配人が，各地方の所領所在地に配備され，その上にかれらを統

轄し，所領の中央管理を果たすものとして，総差配人 supervlsoryagent or 

chief agentが置かれていた。しばしば，この総差配人の下に，法律家，会計

士，測量技師， 炭鉱代理人などの専門スタッフを含む所領本部事務局 central

60) 、iVilliamMarshall， op. cit.， p. 341. 
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estate oficeが形成されていたe~

1806年の「差配人への一般指示書」において， the 2nd Duke of Northum-

berlandは r所領はわたくしのもであって，指揮する ζ とは，所領経営にお

けるわたくし固有の職分である」聞と述べたといわれるが，この証言が端的に

示すように，言うまでもなく所領管理機構における最高指揮権は，土地所有者

自身に帰属した。しF し，総差配人は，所領経営についての詳細な情報を収集

し，土地所有者にそれを報告するだけではなく，かれの最高指揮権を前提にし

ながらも所領経営全般にわたる日常的な指揮・監督機能を果たしたのである問。

そうであってみれば，総差配人は，所領経営の要ともいうべき仲置にあり，か

れの主人や他の誰よりも所領経営に精通していることを要求されたであろう。

キャベンディ V ュ家の所領管理機構については確かなことを知ることはでき

ないが r趣意書」を作成した B カリィは，恐らくキャベンディシュ家の所

領管'理機構において総差配人の地位かあるいはそれに相当する地位にあったと

思われる。ところで， Jウォーカーの報告書を受け，それを検討し，いもはや

く鉄道建設の意義を理解したのも B カりィであった凶。これにたいし，かれ

の主人であるパーりント γ伯は，最初は鉄道建設に積極的であったのではな<， 

むしろ消極的でさえあった。そしてまた，在地差配人である E_Coward もそ

れに強〈反対していたo しかし，かれが，ハーリントン伯を説得L 在地土地

差配人の E.Coward の反対をおして，建設を進めたのであった。パーすント

y伯は，この間の事情を，当時の日記に， rCoward氏は鉄道建設には円しく反

対しているし，なるほどιの地方の誰もがそうであるが，しかし B ヵリィは

61) この管理機構の整理については， D. Spring， The England La.nded Est免tein the Nineteenth 
Century: 1ts Administraれon，1963， pp. 1 18 

62) Alnwick Castle Mss.. General Instruction to Comrnissioner.s and Auditors， 1806， quoted 
in D. Spring， op. at.， p. 11 

63) イギりス大土地所有貴族の所領経営については， D. Springの研究以外に， S. Pollard， The 
Genesis 01 Modern Management， 1965， (邦訳「現代企業管理由起源J，1983年)， Eric Richard， 
The Land Agent， in G. E. Mingay ed.. The Victorian白 untrys叫弘 1981

64) 報告書の正式名;. Report on the Furness Railway to the solicito目 ofthe Ouke of Bu cc 
leuch and Earl of BurlingtonはそDことを示唆しているn
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かわしらが誤っていることを確信している」聞と，記しているが，それは， B カ

リィが，所領経営の観点から鉄道建設の意義を充分に理解し，鉄道建設を推進

したということを窺わせるにたる証言であるといえよう。 i趣意書」という制

約があるとはし、え，かれが理解していた所領経営にとっての鉄道建設の意義が，

吐露されたも白が iファーニス鉄道会社設立J趣意書」であったといえよう。

結びにかえて

ファーニス鉄道は，この地域の豊富な鉄鉱石資源開発の子段として，しかも

との地域のあの土地寡頭制の頂点に位置し鉄鉱石資源を独占的に所有するこ人

の貴族の家産管理=所領経営とその延長線上の利害に先導きれて建設され，い

わば二人の貴族の「私有財産鉄道」ともいうべきものであった。それは，鉄鉱

右生産にどのような影響を与えたのか。また， どのように，土地所有者は，か

れらの鉱山業支配のあり方を変えつつ，建設の成果を独占したのか。こすしを明

らかにするのが残された課題である。

(1984. 10 脱稿〕

65) The MS diary of William Cavendish， 19 Dec. 1843， quoted in J. D. Marshall. ot. cit.， 
p. 178 and S. Pollard &工 D.Marshal1， ot. cit.. p. 122 


